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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池を備えた下水処理ラインの近傍に、みかけ比重が０.
１～０.４で５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａ以上の発泡樹脂からなり、複数の突起を備えた
浮上担体が充填された上向流式の高速ろ過槽を設置し、雨天時には下水処理ラインの処理
能力範囲内の流入水は通常の下水処理を行う一方、下水処理ラインの処理能力を越える流
入水を最初沈殿池を介することなく高速ろ過槽に導いて簡易処理し、晴天時には下水処理
ラインの二次処理水を高速ろ過槽に導いて３５０ｍ／日以下の流束で二次処理水に含まれ
る微細なＳＳやピンフロックを除去し、三次処理することを特徴とする雨天時下水および
二次処理水の処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通常の下水処理ラインと上向流式の高速ろ過槽とを組み合わせた雨天時下水
及び二次処理水の処理方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な下水処理場は、最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池を含む下水処理ラインを備え
、最初沈殿池においてＳＳを沈降分離し、反応槽では生物反応を利用して主としてＢＯＤ
を除去し、最終沈殿池では生物反応により生じたフロックを沈降分離し、処理水を放流し
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ている。下水処理場の処理能力は日最大設計水量Ｑで表され、流入水量がＱを超えない晴
天時には、通常の下水処理が行われている。
【０００３】
　ところが雨天時には、この日最大設計水量Ｑを大幅に越える下水が流入し、下水処理場
の処理能力を越えることが多い。特に雨水と下水を合流させて下水処理場に流入させる合
流式下水処理場では雨天時には処理能力が追いつかず、日最大設計水量Ｑを上回った部分
はそのまま河川や海に放流され、環境汚染を招いていた。
【０００４】
　そこで本発明者等は、下水処理ラインと上向流式の高速ろ過槽とを組み合わせ、雨天時
における日最大設計水量Ｑの超過分を高速ろ過槽で簡易処理し、ＳＳの大部分を除去して
うえで放流する技術を開発した。この上向流式の高速ろ過槽はろ過流束が１５００ｍ／日
でも安定運転が可能であり、大量の流入水を高速ろ過することができる。この目的のため
、みかけ比重が０.１～０.４で、５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａ以上の発泡樹脂からなる
特殊な浮上担体が用いられており、特許文献１に示すように逆洗もごく短時間で可能であ
るため、大量の流入水の簡易処理に適している。
【０００５】
　ところがこの上向流式の高速ろ過槽は晴天時には全く使用されず、特に冬季に長期間に
わたり晴天が続くことの多い太平洋側の下水処理場では、冬季は遊休設備となっていた。
一方、特に冬季には降水量及び気温の低下により反応槽の生物活性が低下するため、流入
水の性状によっては反応槽で形成されるフロックの沈降性が悪化し、最終沈殿池から微細
なＳＳやピンフロックが流出することがあった。このような場合、やむを得ず硫酸バンド
等の凝集剤を投入して沈降させており、処理コストの増加を招いていた。
【特許文献１】特開２００３－１４４８１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は上記した従来の問題点を解決し、晴天時に最終沈殿池から流出する微細なＳＳ
やピンフロックを、遊休設備となっている上向流式の高速ろ過槽を用いて除去することが
でき、また雨天時にも日最大設計水量Ｑの超過分を簡易ろ過することができる雨天時下水
及び二次処理水の処理方法を提供するためになされたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記の課題を解決するためになされた本発明の雨天時下水及び二次処理水の処理方法は
、最初沈殿池、反応槽、最終沈殿池を備えた下水処理ラインの近傍に、みかけ比重が０.
１～０.４で５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａ以上の発泡樹脂からなり、複数の突起を備えた
浮上担体が充填された上向流式の高速ろ過槽を設置し、雨天時には下水処理ラインの処理
能力範囲内の流入水は通常の下水処理を行う一方、下水処理ラインの処理能力を越える流
入水を最初沈殿池を介することなく高速ろ過槽に導いて簡易処理し、晴天時には下水処理
ラインの二次処理水を高速ろ過槽に導いて３５０ｍ／日以下の流束で二次処理水に含まれ
る微細なＳＳやピンフロックを除去し、三次処理することを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明においては、最終沈殿池から出た二次処理水は上向流式の高速ろ過槽に導かれ、
みかけ比重が０.１～０.４で５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａ以上の発泡樹脂からなり、複
数の突起を備えた浮上担体の間を上向流で通過する。この浮上担体は雨天時に１５００ｍ
／日に及ぶ高流束でＳＳのろ過を行うために開発されたものであるが、意外なことに３５
０ｍ／日以下の低流束で使用すると、二次処理水に含まれる微細なＳＳやピンフロックを
除去できる能力を持つことが見出された。
【００１０】
　その理由は、浮上担体の複数の突起間に小さい静止水域が形成され、その内部で沈殿作
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用が生じて微細なＳＳやピンフロックが浮上担体の表面に捕捉されるためではないかと想
定される。このような事実は従来全く知られていないことである。このため、雨天時には
この上向流式の高速ろ過槽により、下水処理ラインの処理能力越える流入水を簡易処理す
ることができ、また晴天時には下水処理ラインの二次処理水を三次処理することが可能と
なる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に本発明の好ましい実施形態を示す。
　図１は本発明の装置の構成を示す平面図であり、１は最初沈殿池、２は反応槽、３は最
終沈殿池である。これらは一般的な下水処理ラインを構成するもので、流入水は先ず最初
沈殿池１においてＳＳを沈降分離され、反応槽２で生物反応を利用してＢＯＤの除去や脱
窒が行われ、最終沈殿池３では生物反応により生じたフロックを沈降分離し、処理水とし
て放流することは従来と同様である。本発明ではこのような下水処理ラインの近傍に、上
向流式の高速ろ過槽４が設置されるとともに、晴天時に最終沈殿池３から出た二次処理水
をこの高速ろ過槽４に導くための水路５、及び流入水を最初沈殿池１を介することなく高
速ろ過槽４に導くための他の水路を設けてある。なお、処理場によっては高速ろ過槽４を
最初沈殿池１の一部に設置することも可能である。
【００１２】
　この上向流式の高速ろ過槽４は、図２に示されるように上部を共通処理水槽１１とした
槽内部を隔壁１２により複数の水槽１３に区画し、各水槽１３の内部に浮上ろ材１４を充
填した構造である。原水は原水供給水路１５を通じて各水槽１３の下部に供給され、浮上
ろ材１４の充填層において上向流ろ過が行われて処理水は共通処理水槽１１から取り出さ
れる。浮上ろ材１４の充填層の上部には流失防止用のスクリーン１６が設けられている。
【００１３】
　浮上ろ材１４の材質は、みかけ比重が０.１～０.４で５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａ以
上の発泡樹脂が用いられる。このような特性の浮上ろ材は、ポリエチレン、ポリスチレン
、ポリプロピレン等の発泡樹脂により製造することができる。みかけ比重を０.１以上と
したのは、これより小さいと望ましい圧縮強度が得られず、また逆洗がうまく行えないか
らである。逆にみかけ比重が０.４を越えると水との比重差が小さくなり、逆洗の際に流
出するおそれがある。
【００１４】
　５０％圧縮荷重が０.１ＭＰａとしたのは、硬さがこれよりも低いと高速ろ過の際に圧
密されてしまい、多量のＳＳを捕捉できなくなるためである。なお５０％圧縮荷重とは、
浮上ろ材１４を成形するために用いる厚さが４～１０ｍｍの高分子シートを、厚さが５０
％になるまで押し潰すに要する圧力を意味する。
【００１５】
　この浮上ろ材１４は、例えば図３に示すように複数の突起１７を備えた形状のものであ
り、高分子シートを打ち抜いて製造することができる。突起１７の形状は限定されるもの
ではないが、突起１７を持つことにより充填時に浮上ろ材１４相互間に適度の隙間あるい
は静止水域が形成され、高速ろ過時には多量のＳＳを捕捉でき、低速ろ過時には沈殿効果
により微細なＳＳやピンフロックを捕捉できる効果がある。１個のサイズは４～１０ｍｍ
程度が好ましい。これよりも小さいと相互間の感激が小さくなって圧密化しやすく、これ
よりも大きいとＳＳの捕捉率が低下するためである。
【００１６】
　次に、上記した装置の運転方法を説明する。
　先ず雨天時には、下水処理ラインの処理能力範囲内の流入水については、最初沈殿池１
、反応槽２、最終沈殿池３による通常の下水処理を行い、最終沈殿池３から出る二次処理
水を放流する。また下水処理ラインの処理能力を越える分の流入水は図１に示すように他
の水路により、最初沈殿池１を介することなく高速ろ過槽４に導いて上向流ろ過による簡
易処理を行い、放流する。高速ろ過槽４は５００～１５００ｍ／日の高流束でろ過を行う
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が、流入水中のＳＳの７０％程度を除去できる能力を持つので、処理能力を越える分の流
入水をそのまま放流していた従来法に比較して、環境汚染を防止することができる。
【００１７】
　次に晴天時には、流入水の全量が下水処理ラインにより処理されるのであるが、前述し
たように、季節や流入水の水質によっては最終沈殿池３から出る二次処理水に微細なＳＳ
やピンフロックが流出することがある。そこで本発明では、晴天時には最終沈殿池３から
出る二次処理水を水路５により高速ろ過槽４に導いて上向流ろ過による三次処理を行わせ
る。ただしこの場合には、流束を３５０ｍ／日以下として運転する。
【００１８】
　高速ろ過槽４にこのような低流束ろ過を行わせると、二次処理水に含まれる微細なＳＳ
やピンフロックは浮上担体１４の複数の突起１７，１７間に形成された小さい静止水域の
内部において沈殿し、浮上担体１４の表面に捕捉される。このため、雨天時の高流束ろ過
を本来の目的とする高速ろ過槽４を用いて、晴天時には三次処理が可能となる。なお、こ
の高速ろ過槽４におけるＳＳ除去率を実験により確認したところ、表１の通りの結果が得
られた。
【００１９】
【表１】

【００２０】
　以上に説明したように、本発明によれば雨天時には日最大設計水量Ｑの超過分を簡易ろ
過することができることはもちろん、晴天時には最終沈殿池から流出する微細なＳＳやピ
ンフロックを遊休設備となっている上向流式の高速ろ過槽を用いて除去することができる
から、特に反応槽の生物活性が低下し易い冬季における処理水質の向上に有利である。
【実施例】
【００２１】
　日最大設計水量Ｑが１０万ｍ３／日の下水処理場に、有効ろ過面積が３５０ｍ２の高速
ろ過槽を設置した。高速ろ過槽の内部には、図３に示した形状の厚さ４ｍｍ、外径７.５
ｍｍの浮遊担体を１ｍの高さに充填した。雨天時にこの下水処理場の処理能力を超える４
５万ｍ３／日の下水が流入した際、１０万ｍ３／日分は通常の処理を行い、３５万ｍ３／
日については高速ろ過槽で１０００ｍ/日の高流束で簡易処理を行った。簡易処理のＳＳ
除去率は７０％であった。
【００２２】
　また冬季の晴天時には最終沈殿池から流出する二次処理水の水質が低下したため、この
二次処理水の全量を高速ろ過槽に導き、三次処理を行った。その流束は２８０ｍ/日であ
り、二次処理水に含まれる２０ｍｇ/ＬのＳＳを５ｍｇ/Ｌにまで低下させることができた
。
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【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の装置の構成を示す平面図である。
【図２】高速ろ過槽の断面図である。
【図３】浮上ろ材の斜視図である。
【符号の説明】
【００２４】
　１　最初沈殿池
　２　反応槽
　３　最終沈殿池
　４　高速ろ過槽
　５　水路
１１　共通処理水槽
１２　隔壁
１３　水槽
１４　浮上ろ材
１５　原水供給水路
１６　スクリーン
１７　突起

【図１】

【図２】

【図３】
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